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①弁護士会の綱紀委員会に弁護士以外の委員(裁判官・検察官・学識経験者)
　を追加
②日弁連に法律上の機関として綱紀委員会を設置
③日弁連に綱紀審査会を創設（学識経験者のみで構成）

①

②

③

改正前

透明化・実効化

上記は、懲戒請求があった場合の手続であり、この他に弁護士会又は日弁連が弁護士又は
弁護士法人につき懲戒事由があると思料したときに懲戒の手続に付する場合がある。

※

改正後

(弁護士と
弁護士以外の委員)


